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バイオ燃料の持続可能性確保に関する要請 
～特に輸入バイオ燃料に関するガイドライン策定など～ 

 
時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 
さて、現在日本政府において検討されているバイオ燃料利用推進において、大量の資源輸

入が想定されています。これについて、私ども、バイオマスの適正な利用推進や世界の森

林問題に取り組む団体・個人は、以下のような懸念を抱いております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上を踏まえ、私たちは以下を要請します。 
 
持続可能なバイオマス資源およびバイオ燃料利用推進のため、以下のような対策を積極的

に推進すること。 
 
１．バイオ燃料の利用においては、経済性などを勘案しつつ、できるだけ地域産、国産を

優先すること。そのための税制・財政等による適切な誘導手段を導入することを検討する

こと。 
 
２．バイオマス燃料の輸入に際しては、生産地および加工過程における環境的側面及び社

会的側面から持続可能なものを優先することとし、原料調達の際のサプライチェーンの把

握と透明性の確保などを柱とするガイドラインを作成すること。また、学識経験者、企業、

１．現在、一定量が輸入可能なバイオ燃料はマレーシア、インドネシアからのパームオイル

および、ブラジルからのエタノールであると考えられます。 
 
２．一般的に、パームオイルの生産地において、依然として環境・社会問題が生じています。

主たる問題には、大規模な森林生態系の転換、用地取得にともなう地元住民の権利の侵害、

不適切な農薬の使用による水質・労働者の健康への影響、廃棄物による深刻な水質汚染、

廃棄物から発生する大量のメタンガス（CO2の 21倍の温室効果を有する）の大気中への
放出、低賃金・危険作業等の労働問題が含まれます（添付資料１参照）。また、ブラジル

におけるサトウキビ作付面積の増加においても、生物多様性の高い地域の土地利用転換な

どの問題が懸念されます。 
 
３．こうした状況にあるにもかかわらずバイオ燃料の輸入を急激に大量に行うことは、温暖

化防止対策に逆行し、持続可能性に反するさまざまな問題を生みかねないおそれがありま

す。 
 
４．バイオ燃料の輸入に対し、より持続可能性へ配慮した対策を行うことが望ましいと考え

られます。 
 



市民団体等からなる協議会を設け、当該ガイドラインの作成・実施のため、継続的に実効

性のある対策に取り組むこと。 
 
３．すでに取組みが始まっている違法伐採木材対策にならい、持続的なバイオマス資源利

用を促進する国際的な取組みを同じ目的を持つセクターと協力し、世界のバイオマス資源

利用をより持続可能なものとなるよう、日本が積極的に支援していくこと。 
 
以上につきまして、ご検討頂ければ幸いです。 
 
また、今後の検討のご参考として別添のように参考資料を提出させて頂きます。 

以上 
 
 
・添付資料１：パーム油生産の環境・社会影響について 
・添付資料２：ＲＳＰＯ 持続可能なパーム油のための原則と基準（仮訳） 
・添付資料３：議論を呼んだプランテーション開発の事例－カリマンタン国境における巨

大プランテーション事業 
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